
財産管理制度の活用について 

 

１　概要 

　　空き家等には所有者が判明しない場合がある。この場合、対応できずに時間だけが経過

し、状況が悪化することで周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼすことが想定される。 

このような所有者不明の空き家等にも対応できるように、Ｒ５年度の民法改正で財産

管理制度について、空き家等の適切な管理のために特に必要があると認めるときには、市

長が選任請求できるようになった。 

本市においても、この財産管理制度を活用し、所有者不明の空き家の早期改善を図る。 

 

２　制度の種類 

　　下記の表の通り、財産管理制度は大きく４つの種類があるが、本市では問題の空き家等

に絞って、低コストで残置物も含めて対応できるより効率的な制度である「所有者不明土

地・建物管理制度」を活用する予定。 

 

　※詳細は「空き家対策において活用可能な財産管理制度　比較表」資料を参照。 
 
３　手続きフロー 

　　下記の図の通り、市長が裁判所へ選任請求し、裁判所が財産管理人を選任、その後、財 

産管理人が相続放棄・所有者不明等の空き家を処分することとなる。 

 
 

※詳細は「所有者不明土地・建物管理制度の手続きフロー」資料を参照。 
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